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改

正

後

改

正

前

計
量
法
施
行
規
則

計
量
法
施
行
規
則

目
次

目
次

第
一
章

通
則
（
第
一
条
―
第
三
条
）

第
一
章

通
則
（
第
一
条
―
第
三
条
）

第
二
章

正
確
な
特
定
計
量
器
等
の
供
給

第
二
章

正
確
な
特
定
計
量
器
等
の
供
給

第
一
節

製
造
（
第
四
条
―
第
九
条
）

第
一
節

製
造
（
第
四
条
―
第
九
条
）

第
二
節

修
理

第
二
節

修
理

第
一
款

検
定
証
印
等
の
除
去
（
第
十
条
―
第
十
二
条
）

第
一
款

検
定
証
印
等
の
除
去
（
第
十
条
―
第
十
二
条
）

第
二
款

修
理
の
事
業
（
第
十
三
条
）

第
二
款

修
理
の
事
業
（
第
十
三
条
）

第
三
款

有
効
期
間
の
あ
る
特
定
計
量
器
に
係
る
修
理
（
第
十
四
条

第
三
款

有
効
期
間
の
あ
る
特
定
計
量
器
に
係
る
修
理
（
第
十
四
条

・
第
十
五
条
）

・
第
十
五
条
）

第
三
節

販
売
（
第
十
六
条
―
第
十
九
条
）

第
三
節

販
売
（
第
十
六
条
―
第
十
九
条
）

第
三
章

特
別
な
計
量
器
（
第
二
十
条
―
第
二
十
四
条
）

第
三
章

特
別
な
計
量
器
（
第
二
十
条
―
第
二
十
四
条
）

第
四
章

特
殊
容
器
製
造
事
業
（
第
二
十
五
条
―
第
三
十
七
条
）

第
四
章

特
殊
容
器
製
造
事
業
（
第
二
十
五
条
―
第
三
十
七
条
）

第
五
章

計
量
証
明
の
事
業

第
五
章

計
量
証
明
の
事
業

第
一
節

登
録
（
第
三
十
八
条
―
第
四
十
九
条
）

第
一
節

登
録
（
第
三
十
八
条
―
第
四
十
九
条
）

第
二
節

特
定
計
量
証
明
事
業
（
第
四
十
九
条
の
二
―
第
四
十
九
条
の

第
二
節

特
定
計
量
証
明
事
業
（
第
四
十
九
条
の
二
―
第
四
十
九
条
の

十
）

十
）

第
六
章

計
量
士

第
六
章

計
量
士

第
一
節

登
録
（
第
五
十
条
―
第
六
十
二
条
）

第
一
節

登
録
（
第
五
十
条
―
第
六
十
二
条
）

第
二
節

計
量
士
国
家
試
験
（
第
六
十
三
条
―
第
七
十
一
条
）

第
二
節

計
量
士
国
家
試
験
（
第
六
十
三
条
―
第
七
十
一
条
）

第
七
章

適
正
計
量
管
理
事
業
所
（
第
七
十
二
条
―
第
八
十
一
条
）

第
七
章

適
正
計
量
管
理
事
業
所
（
第
七
十
二
条
―
第
八
十
一
条
）

第
八
章

計
量
器
の
校
正
等

第
八
章

計
量
器
の
校
正
等

第
一
節

特
定
標
準
器
に
よ
る
校
正
等
（
第
八
十
二
条
―
第
八
十
九
条

第
一
節

特
定
標
準
器
に
よ
る
校
正
等
（
第
八
十
二
条
―
第
八
十
九
条

）

）

第
二
節

特
定
標
準
器
以
外
の
計
量
器
に
よ
る
校
正
等
（
第
九
十
条
―

第
二
節

特
定
標
準
器
以
外
の
計
量
器
に
よ
る
校
正
等
（
第
九
十
条
―
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第
九
十
五
条
の
二
）

第
九
十
五
条
の
二
）

第
九
章

雑
則

第
九
章

雑
則

第
一
節

報
告
（
第
九
十
六
条
―
第
百
三
条
）

第
一
節

報
告
（
第
九
十
六
条
―
第
百
三
条
）

第
二
節

立
入
検
査
（
第
百
四
条
）

第
二
節

立
入
検
査
（
第
百
四
条
）

第
三
節

計
量
行
政
審
議
会
（
第
百
五
条
―
第
百
十
三
条
）

第
三
節

計
量
行
政
審
議
会
（
第
百
五
条
―
第
百
十
三
条
）

第
四
節

公
示
（
第
百
十
四
条
）

第
四
節

公
示
（
第
百
十
四
条
）

第
五
節

計
量
調
査
官
（
第
百
十
五
条
）

第
五
節

計
量
調
査
官
（
第
百
十
五
条
）

第
六
節

計
量
教
習
（
第
百
十
六
条
―
第
百
三
十
四
条
）

第
六
節

計
量
教
習
（
第
百
十
六
条
―
第
百
三
十
四
条
）

第
七
節

適
用
除
外
（
第
百
三
十
五
条
）

第
七
節

適
用
除
外
（
第
百
三
十
五
条
）

第
八
節

電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
提
出
（
第
百
三
十
六
条
）

第
八
節

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
（
第
百
三
十
六
条
―

第
百
三
十
九
条
）

附
則

附
則

（
準
用
）

（
準
用
）

第
十
三
条

第
五
条
、
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
、
第
八
条
及
び
第
九
条
第

第
十
三
条

第
五
条
、
第
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
条
、
第
八
条
及

一
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
特
定
計
量
器
の
修
理
の
事
業

び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
特
定
計
量
器
の

に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
第
一
項
及
び
第
六
条
第
一

修
理
の
事
業
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
第
一
項
及
び

項
中
「
法
第
四
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
六
条
第
一
項
」

第
六
条
第
一
項
中
「
法
第
四
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
六

と
、
第
五
条
第
二
項
中
「
法
第
四
十
条
第
一
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「

条
第
一
項
」
と
、
第
五
条
第
二
項
中
「
法
第
四
十
条
第
一
項
第
四
号
」
と

法
第
四
十
六
条
第
一
項
第
四
号
」
と
、
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項

あ
る
の
は
「
法
第
四
十
六
条
第
一
項
第
四
号
」
と
、
第
六
条
第
一
項
、
第

及
び
第
九
条
第
一
項
中
「
副
本
二
通
」
と
あ
る
の
は
「
副
本
一
通
」
と
、

七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
中
「
副
本
二
通
」
と
あ
る
の
は
「
副
本

第
六
条
第
一
項
中
「
そ
の
事
業
を
行
お
う
と
す
る
主
た
る
工
場
又
は
事
業

一
通
」
と
、
第
六
条
第
一
項
中
「
そ
の
事
業
を
行
お
う
と
す
る
主
た
る
工

場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら

場
又
は
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
し
な

な
い
」
と
あ
る
の
は
「
経
済
産
業
大
臣
に
代
え
て
そ
の
事
業
を
行
お
う
と

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
経
済
産
業
大
臣
に
代
え
て
そ
の
事
業

す
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば

を
行
お
う
と
す
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出

な
ら
な
い
」
と
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
中
「
そ
の
事
業
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
中
「

行
っ
て
い
る
主
た
る
工
場
又
は
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県

そ
の
事
業
を
行
っ
て
い
る
主
た
る
工
場
又
は
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す

知
事
を
経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
経
済
産
業
大

る
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
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臣
に
代
え
て
そ
の
事
業
を
行
っ
て
い
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都

経
済
産
業
大
臣
に
代
え
て
そ
の
事
業
を
行
っ
て
い
る
事
業
所
の
所
在
地
を

道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
第
七
条
及
び
第
九
条

管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
第
七
条

中
「
届
出
製
造
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
届
出
修
理
事
業
者
」
と
、
第
七

及
び
第
九
条
中
「
届
出
製
造
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
届
出
修
理
事
業
者

条
第
一
項
中
「
法
第
四
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
六
条

」
と
、
第
七
条
第
一
項
中
「
法
第
四
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
二
条
第
一
項
」
と
、
第
七
条
第
二

第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
二
条
第
一
項
」
と
、

項
中
「
法
第
四
十
一
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い

第
七
条
第
二
項
中
「
法
第
四
十
一
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
六
条
第

て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
」
と
、
「
法
第
四
十
二
条
第
二
項
」
と
あ
る

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
」
と
、
「
法
第
四
十
二
条
第
二

の
は
「
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
二
条
第
二

項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四

項
」
と
、
第
八
条
中
「
法
第
四
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
七
条

十
二
条
第
二
項
」
と
、
第
八
条
中
「
法
第
四
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
法

」
と
、
第
九
条
中
「
法
第
四
十
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十

第
四
十
七
条
」
と
、
第
九
条
中
「
法
第
四
十
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は

六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
第
一
項
」
と
、
別
表
第

「
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
第
一
項
」

一
の
第
二
欄
中
「
製
造
す
る
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
修
理
す
る
事
業
」
と

と
、
別
表
第
一
の
第
二
欄
中
「
製
造
す
る
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
修
理
す

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
事
業
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
修
理
済
表
示
）

（
修
理
済
表
示
）

第
十
五
条

法
第
五
十
条
第
一
項
の
表
示
（
以
下
「
修
理
済
表
示
」
と
い
う

第
十
五
条

法
第
五
十
条
第
一
項
の
表
示
（
以
下
「
修
理
済
表
示
」
と
い
う

。
）
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
付
す
る
も
の
と
す
る
。

。
）
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一

修
理
済
表
示
を
付
す
る
方
法
は
、
ス
タ
ン
プ
（
容
易
に
消
滅
し
な
い

一

修
理
済
表
示
を
付
す
る
方
法
は
、
ス
タ
ン
プ
（
容
易
に
消
滅
し
な
い

イ
ン
ク
を
用
い
た
も
の
に
限
る
。
）
、
打
ち
込
み
印
、
押
し
込
み
印
、

イ
ン
ク
を
用
い
た
も
の
に
限
る
。
）
、
打
ち
込
み
印
、
押
し
込
み
印
、

す
り
付
け
印
、
焼
き
印
又
は
は
り
付
け
印
と
す
る
。

す
り
付
け
印
、
焼
印
又
は
は
り
付
け
印
と
す
る
。

二

修
理
済
表
示
の
形
状
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

二

修
理
済
表
示
の
形
状
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
次
の
イ
及
び
ロ
の
円
内
の
数
字
は
、
修
理
を
行
っ
た
西
暦
年
数
を

て
、
次
の
イ
及
び
ロ
の
円
内
の
数
字
は
、
修
理
を
行
っ
た
年
を
表
す
も

表
す
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

イ

点
検
の
み
を
し
た
場
合

イ

点
検
の
み
を
し
た
場
合
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ロ

補
修
又
は
取
替
え
を
し
た
場
合

ロ

補
修
又
は
取
替
え
を
し
た
場
合

三
～
五

［
略
］

三
～
五

［
略
］

（
登
録
の
条
件
）

（
登
録
の
条
件
）

第
五
十
一
条

［
略
］

第
五
十
一
条

［
略
］

２

法
第
百
二
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
条
件
は

２

法
第
百
二
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
条
件
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
略
］

三

一
般
計
量
士
に
あ
っ
て
は
、
質
量
に
係
る
計
量
に
関
す
る
実
務
に
二

三

一
般
計
量
士
に
あ
っ
て
は
、
計
量
に
関
す
る
実
務
に
五
年
以
上
従
事

年
以
上
従
事
し
て
い
る
こ
と
。

し
て
い
る
こ
と
。

（
登
録
に
係
る
区
分
）

（
登
録
に
係
る
区
分
）

第
九
十
条

法
第
百
四
十
三
条
第
一
項
の
登
録
に
係
る
物
象
の
状
態
の
量
は

第
九
十
条

法
第
百
四
十
三
条
第
一
項
の
登
録
に
係
る
物
象
の
状
態
の
量
は

法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
次
の
と
お

法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
次
の
と
お

り
区
分
す
る
。
な
お
、
区
分
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
機
構
が
別
に
定
め
る

り
区
分
す
る
。
な
お
、
区
分
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
機
構
が
別
に
定
め
る

。

。

一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
略
］

三

時
間
、
周
波
数
及
び
回
転
速
度

三

時
間
及
び
周
波
数

四
～
二
十
四

［
略
］

四
～
二
十
四

［
略
］

２

［
略
］

２

［
略
］

第
八
節

電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
提
出

第
八
節

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
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（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
提
出
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
百
三
十
六
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
経
済
産
業
大
臣
へ
の
提
出
に

第
百
三
十
六
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当

つ
い
て
は
、
当
該
書
類
の
提
出
に
代
え
て
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と

該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電

る
様
式
に
よ
り
記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
及
び
様
式
第
九
十
九

子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と

の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と

が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情

が
で
き
る
。

報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。

第
三
十
六
条
第
一
項
の
申
請
書

様
式
第
百

以
下
同
じ
。
）
及
び
様
式
第
九
十
九
の
電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出

第
三
十
六
条
第
三
項
で
準
用
す
る
第
三
十
一
条
第

様
式
第
百
一

す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
項
の
届
出
書

一

第
三
十
六
条
第
一
項
の
様
式
第
五
十
四
に
よ
る
申
請
書

第
三
十
六
条
第
三
項
で
準
用
す
る
第
三
十
四
条
の

様
式
第
百
二

二

第
三
十
六
条
第
三
項
で
準
用
す
る
第
三
十
一
条
第
一
項
の
様
式
第
五

届
出
書

十
五
に
よ
る
届
出
書

第
四
十
九
条
の
三
の
申
請
書
、
同
条
第
一
号
に
掲

様
式
第
百
二
の
二

三

第
三
十
六
条
第
三
項
で
準
用
す
る
第
三
十
四
条
の
様
式
第
五
十
九
に

げ
る
事
業
計
画
並
び
に
同
条
第
二
号
、
第
三
号
及

よ
る
届
出
書

び
第
四
号
に
掲
げ
る
添
付
書
類(

機
構
に
対
し
て
す

四

第
六
十
八
条
の
二
第
二
項
の
様
式
第
七
十
一
に
よ
る
申
請
書

る
も
の
に
限
る
。)

五

第
八
十
三
条
の
様
式
第
七
十
四
に
よ
る
申
請
書
、
同
条
第
一
号
に
掲

第
四
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
九

様
式
第
百
二
の
三

げ
る
定
款
及
び
同
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
添
付
書
類

条
の
三
の
申
請
書(

機
構
に
対
し
て
す
る
も
の
に
限

六

第
八
十
三
条
の
四
で
準
用
す
る
第
八
十
三
条
の
様
式
第
七
十
四
の
二

る
。)

に
よ
る
申
請
書
、
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
定
款
及
び
同
条
第
二
号
か
ら

第
四
十
九
条
の
六
第
一
項
の
届
出
書(

機
構
に
対
し

様
式
第
百
二
の
四

第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
添
付
書
類

て
す
る
も
の
に
限
る
。)

七

第
八
十
四
条
の
様
式
第
七
十
五
に
よ
る
届
出
書

第
四
十
九
条
の
八
第
一
項
の
申
請
書(

機
構
に
対
し

様
式
第
百
二
の
五

八

第
八
十
五
条
第
一
項
の
様
式
第
七
十
六
に
よ
る
申
請
書
及
び
業
務
規

て
す
る
も
の
に
限
る
。)

程

第
六
十
八
条
の
二
第
二
項
の
申
請
書

様
式
第
百
三

九

第
八
十
五
条
第
三
項
の
様
式
第
七
十
七
に
よ
る
申
請
書

第
八
十
三
条
の
申
請
書
及
び
同
条
第
二
号
か
ら
第

様
式
第
百
四

十

第
八
十
七
条
の
様
式
第
七
十
八
に
よ
る
届
出
書

四
号
ま
で
に
掲
げ
る
添
付
書
類

十
一

第
八
十
八
条
の
様
式
第
七
十
九
に
よ
る
届
出
書

第
八
十
三
条
の
四
で
準
用
す
る
第
八
十
三
条
の
申

様
式
第
百
四
の
二

十
二

第
八
十
九
条
の
様
式
第
八
十
に
よ
る
申
請
書

請
書
及
び
同
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ

２

前
項
の
電
磁
的
記
録
媒
体
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

る
添
付
書
類
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の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
十
四
条
の
届
出
書

様
式
第
百
五

一

日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
六
及
び
Ｘ
六
二
八
二
に
適
合
す
る
直
径
百

第
八
十
五
条
第
一
項
の
申
請
書
及
び
業
務
規
程

様
式
第
百
六

二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク

第
八
十
五
条
第
三
項
の
申
請
書

様
式
第
百
七

二

日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
三
五
及
び
Ｘ
六
二
四
九
又
は
Ｘ
六
二
三
五
及

第
八
十
七
条
の
申
請
書

様
式
第
百
八

び
Ｘ
六
二
五
二
に
適
合
す
る
直
径
百
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス

第
八
十
八
条
の
届
出
書

様
式
第
百
九

ク

第
八
十
九
条
の
申
請
書

様
式
第
百
十

３

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
機
構
へ
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類

第
九
十
一
条
の
申
請
書
、
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る

様
式
第
百
十
一

の
提
出
に
代
え
て
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を

事
業
計
画
並
び
に
同
条
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第

記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
及
び
様
式
第
九
十
九
の
二
の
電
磁
的
記
録
媒

六
号
に
掲
げ
る
添
付
書
類

体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
一
条
の
三
の
申
請
書
、
第
九
十
一
条
第
一

様
式
第
百
十
一
の
二

一

第
四
十
九
条
の
三
の
様
式
第
六
十
三
の
二
に
よ
る
申
請
書
、
同
条
第

号
に
掲
げ
る
事
業
計
画
並
び
に
同
条
第
二
号
、
第

一
号
に
掲
げ
る
定
款
及
び
事
業
計
画
並
び
に
同
条
第
二
号
、
第
三
号
及

五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
添
付
書
類

び
第
四
号
に
掲
げ
る
添
付
書
類

第
九
十
二
条
第
一
項
の
届
出
書

様
式
第
百
十
二

二

第
四
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
九
条
の
三
の
様
式
第

第
九
十
五
条
の
届
出
書

様
式
第
百
十
三

六
十
三
の
三
に
よ
る
申
請
書
、
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
定
款
及
び
事
業

第
九
十
六
条
の
表
第
六
号
の
二
に
掲
げ
る
報
告
書

様
式
第
百
十
三
の
二

計
画
並
び
に
同
条
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
添
付
書
類

(

機
構
に
対
し
て
す
る
も
の
に
限
る
。)

三

第
四
十
九
条
の
六
第
一
項
の
様
式
第
六
十
三
の
四
に
よ
る
届
出
書

第
九
十
六
条
の
表
第
八
号
に
掲
げ
る
報
告
書

様
式
第
百
十
四

四

第
四
十
九
条
の
八
第
一
項
の
様
式
第
六
十
三
の
五
に
よ
る
申
請
書
及

び
認
定
証
を
失
っ
た
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
記
載
し
た
書
面

五

第
四
十
九
条
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
第
二
項
の
様

式
第
四
か
ら
様
式
第
六
の
二
ま
で
に
よ
る
書
面

六

第
九
十
一
条
の
様
式
第
八
十
一
に
よ
る
申
請
書
、
同
条
第
一
号
に
掲

げ
る
定
款
及
び
事
業
計
画
、
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
概
況
書
並
び

に
同
条
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
添
付
書
類

七

第
九
十
一
条
の
三
の
様
式
第
八
十
一
の
二
に
よ
る
申
請
書
、
第
九
十

一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
定
款
及
び
事
業
計
画
、
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る

事
業
概
況
書
並
び
に
同
条
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
添
付
書

類
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八

第
九
十
二
条
第
一
項
の
様
式
第
八
十
二
に
よ
る
届
出
書

九

第
九
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
第
二
項
の
様
式
第

八
十
二
の
二
に
よ
る
書
面
、
様
式
第
五
に
よ
る
書
面
、
様
式
第
六
に
よ

る
書
面
及
び
様
式
第
八
十
二
の
三
に
よ
る
書
面

十

第
九
十
五
条
の
様
式
第
八
十
三
に
よ
る
届
出
書

十
一

第
九
十
六
条
の
表
第
六
号
の
二
に
掲
げ
る
様
式
第
九
十
の
二
に
よ

る
報
告
書

十
二

第
九
十
六
条
の
表
第
八
号
に
掲
げ
る
様
式
第
九
十
二
に
よ
る
報
告

書

４

前
項
の
電
磁
的
記
録
媒
体
は
、
機
構
が
別
に
定
め
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

５

押
印
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
類
に
つ
い
て
、
第
一
項
又
は
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
提
出
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て

は
、
押
印
の
あ
る
様
式
第
九
十
九
又
は
様
式
第
九
十
九
の
二
の
電
磁
的
記

録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
押
印
は
不
要
と
す
る
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

［
削
る
］

第
百
三
十
七
条

前
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
一
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ

キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

二

日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ

キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
記
録
方
式
）

［
削
る
］

第
百
三
十
八
条

第
百
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
号
の
フ
レ
キ
シ

ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二

二
二
に
、
同
条
第
二
号
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
五
に
規
定
す
る
方
式

二

ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ

〇
六
〇
五
に
規
定
す
る
方
式

三

文
字
の
符
号
化
表
現
に
つ
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
二
〇
八
付

属
書
一
に
規
定
す
る
方
式

２

第
百
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は

、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
二
〇
一
及
び
Ｘ
〇
二
〇
八
に
規
定
す
る
図
形
文
字

並
び
に
日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
二
一
一
に
規
定
す
る
制
御
文
字
の
う
ち
「
復

帰
」
及
び
「
改
行
」
を
用
い
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
り
付
け
る
書
面
）

［
削
る
］

第
百
三
十
九
条

第
百
三
十
六
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本

工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
一
又
は
Ｘ
六
二
二
三
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

提
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

二

提
出
年
月
日

別
表
第
一
（
第
五
条
、
第
十
三
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
五
条
、
第
十
三
条
関
係
）

事
業
の
区
分

事
業
の
区

検
査
の
た
め
の
器
具
、
機
械
又
は
装

事
業
の
区
分

事
業
の
区

検
査
の
た
め
の
器
具
、
機
械
又
は
装

分
の
略
称

置

分
の
略
称

置

一
～
十

［
略
］

［
略
］

［
略
］

一
～
十

［
略
］

［
略
］

［
略
］

七

七

十
八

液
化
石
油
ガ

［
略
］

次
の
い
ず
れ
か
の
設
備

十
八

液
化
石
油
ガ

［
略
］

次
の
い
ず
れ
か
の
設
備

ス
メ
ー
タ
ー

一

基
準
は
か
り
又
は
基
準
分
銅
及

ス
メ
ー
タ
ー

一

基
準
は
か
り
又
は
基
準
分
銅
及
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を
製
造
す
る

び
液
化
石
油
ガ
ス
用
基
準
浮
ひ
ょ

を
製
造
す
る

び
液
化
石
油
ガ
ス
用
基
準
浮
ひ
ょ

事
業

う
型
密
度
計

事
業

型
密
度
計
又
は
基
準
比
重
浮
ひ
ょ

う

二
・
三

［
略
］

二
・
三

［
略
］

十
九
～

［
略
］

［
略
］

［
略
］

十
九
～

［
略
］

［
略
］

［
略
］

二
十
七

二
十
七

二
十
八

ア
ネ
ロ
イ
ド

［
略
］

次
の
い
ず
れ
か
の
設
備

二
十
八

ア
ネ
ロ
イ
ド

［
略
］

基
準
液
柱
型
圧
力
計

型
血
圧
計
の

一

基
準
液
柱
型
圧
力
計

型
血
圧
計
の

［
新
設
］

う
ち
、
検
出

二

基
準
重
錘
型
圧
力
計

う
ち
、
検
出

［
新
設
］

部
が
電
気
式

部
が
電
気
式

の
も
の
を
製

の
も
の
を
製

造
す
る
事
業

造
す
る
事
業

二
十
九

ア
ネ
ロ
イ
ド

［
略
］

二
十
九

ア
ネ
ロ
イ
ド

［
略
］

型
血
圧
計
の

型
血
圧
計
の

う
ち
、
検
出

う
ち
、
検
出

部
が
電
気
式

部
が
電
気
式

の
も
の
以
外

の
も
の
以
外

の
も
の
を
製

の
も
の
を
製

造
す
る
事
業

造
す
る
事
業

三
十

［
略
］

三
十

［
略
］

三
十
一

［
略
］

三
十
一

［
略
］

三
十
二

積
算
熱
量
計

［
略
］

一

［
略
］

三
十
二

積
算
熱
量
計

［
略
］

一

［
略
］

を
製
造
す
る

二

次
の
い
ず
れ
か
の
設
備

を
製
造
す
る

二

次
に
掲
げ
る
イ
、
ロ
又
は
ハ
の

事
業

事
業

設
備

イ

基
準
は
か
り
又
は
基
準
分
銅

イ

基
準
は
か
り

ロ

基
準
水
道
メ
ー
タ
ー

［
新
設
］
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ハ
・
ニ

［
略
］

ロ
・
ハ

［
略
］

三

［
略
］

三

［
略
］

三
十
三

［
略
］

［
略
］

［
略
］

三
十
三

［
略
］

［
略
］

［
略
］

～
四
十

～
四
十

一

一

四
十
二

自
動
は
か
り

ホ
ッ
パ
ー

基
準
分
銅

［
新
設

［
新
設
］

［
新
設
］

［
新
設
］

の
う
ち
、
ホ

ス
ケ
ー
ル

］

ッ
パ
ー
ス
ケ

ー
ル
を
製
造

す
る
事
業

四
十
三

自
動
は
か
り

充
塡
用
自

の
う
ち
、
充

動
は
か
り

塡
用
自
動
は

か
り
を
製
造

す
る
事
業

四
十
四

自
動
は
か
り

コ
ン
ベ
ヤ

の
う
ち
、
コ

ス
ケ
ー
ル

ン
ベ
ヤ
ス
ケ

ー
ル
を
製
造

す
る
事
業

四
十
五

自
動
は
か
り

自
動
捕
捉

の
う
ち
、
自

式
は
か
り

動
捕
捉
式
は

か
り
を
製
造

す
る
事
業

四
十
六

自
動
は
か
り

そ
の
他
の

を
製
造
す
る

自
動
は
か

事
業
の
う
ち

り



- 11 -

、
前
四
号
に

掲
げ
る
も
の

以
外
の
も
の

を
製
造
す
る

事
業

別
表
第
四
（
第
三
十
八
条
、
第
四
十
条
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
、
第

別
表
第
四
（
第
三
十
八
条
、
第
四
十
条
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
、
第

四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
の
二
関
係
）

四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
の
二
関
係
）

事
業
の
区
分

特
定
計
量
器
そ
の
他
の
器
具
、

数
量

計
量
士

事
業
の
区
分

特
定
計
量
器
そ
の
他
の
器
具
、

数
量

計
量
士

機
械
又
は
装
置

機
械
又
は
装
置

一

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

一

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

二

質
量

イ

［
略
］

［
略
］

二

質
量

イ

［
略
］

［
略
］

ロ

令
第
二
条
第
二
号
ハ
に
掲

［
略
］

ロ

令
第
二
条
第
二
号
ロ
に
掲

［
略
］

げ
る
分
銅

げ
る
分
銅

三
～
八

［
略

［
略
］

［
略
］

［
略
］

三
～
八

［
略

［
略
］

［
略
］

［
略
］

］

］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


